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１ 貴事業所の概要について 

■ 所在地（N=929） 

46者, 5%

55者, 6%

92者, 10%

142者, 15%

57者, 6%

55者, 6%

87者, 9%

103者, 11%

83者, 9%

40者, 4%

130者, 14%

3者, 0%

36者, 4%

0% 5% 10% 15% 20%

北区

上京区

左京区

中京区

東山区

山科区

下京区

南区

右京区

西京区

伏見区

その他

無回答  

 
■ 業種【複数回答有】（N=929） 

  

24者, 3%

88者, 9%

2者, 0%

4者, 0%

12者, 1%

54者, 6%

31者, 3%

13者, 1%

35者, 4%

60者, 6%

199者, 21%

22者, 2%

18者, 2%

30者, 3%

83者, 9%

66者, 7%

35者, 4%

52者, 6%

108者, 12%

25者, 3%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

建設業

製造業

電気 ガス 熱供給 水道業

情報通信業

運輸業

卸売業

コンビニエンスストア

スーパー 百貨店

食料品小売業

その他物品小売業

飲食店・レストラン

金融 保険業

不動産業

ホテル 旅館

医療 保健衛生

社会福祉 介護事業

学校 保育施設

その他の     業

その他

無回答  

＜調査概要＞ 

（１）調査票の配布期間 

令和４年３月２８日（月）から順次（提出期限：令和４年４月１５日（金）） 

（２）調査票の配布方法 

郵送 

（３）調査票の配布数 

約３,０００者（無作為抽出） 

（４）回答者数 

９２９者 

アンケート調査結果（業者収集ごみ排出事業者） 

参考資料２ 
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２ ごみ処理の概要について 

（１） 可燃ごみについて，どのように処理していますか。【複数回答有】（N=929） 

879者, 95%

37者, 4%

15者, 2%

21者, 2%

11者, 1%

4者, 0%

0% 50% 100%

ごみ収集業者（一般廃棄物収集運搬業許可業者）に自ら委託

ごみ収集業者にビルの管理会社等を通じて委託

自社で市のごみ処理施設（クリーンセンター）に搬入

市の定期収集（燃やすごみ）に排出

その他

無回答
 

 

（２）次のリサイクル可能なごみについて，処理方法を教えてください。 

集計省略 

 

（３）貴事業所において，ごみ（リサイクルしているもの含む）を 1 箇月にどの程度排出

していますか。（N=929） 

1,000（㎏/月）以上

86者 9%

200以上～1,000未満（㎏/月）

116者 12%

50以上～200未満（㎏/月）

164者 18%

50（㎏/月）未満

196者 21%

分からない

331者

36%

無回答 36者

4%

 

 

３ ごみ収集業者との収集運搬契約等について 

可燃ごみの収集運搬等に係るごみ収集業者との契約についてお聞きします。（ビル管

理会社等を通じてごみを排出されている方もお答えください。） 

（１）ごみ収集業者との契約状況等について 

（ア）ごみ収集業者との契約について,契約書(電子を含む)を取り交わしていますか。（N=929） 

はい

723者

78%

いいえ

84者

9%

直接契約していない

ため，分からない

93者

10%

無回答

29者

3%
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（イ）ごみ収集業者との契約料金の把握状況を教えてください。（N=929） 

ごみ収集業者に直接支払っ

ており，把握している

772者 83%

直接支払いはしていな

いが，管理会社等から

の資料で把握している

54者 6%

事務所の管理費や共

益費の中に含まれて

おり，分からない

37者 4%

その他 37者 4% 無回答 29者 3%

 

（ウ）ごみ収集業者との契約料金の中には，ごみ収集業者による収集運搬の費用のほか，

市のクリーンセンター等の施設で処分するために市が徴収している手数料が含まれて

いることを，以前から知っていましたか。【複数回答有】（N=929） 

267者, 29%

157者, 17%

77者, 8%

5者, 1%

416者, 45%

27者, 3%

0% 20% 40% 60%

ごみ収集業者からの書類（契約書や請求書等）に記載があるため，知っていた

ごみ収集業者から口頭で説明を受けたため，知っていた

市の広報物等を通じて知っていた

１～３以外からの情報で知っていた

知らなかった

無回答
 

（エ）ごみ収集業者との契約料金の中で，市の処分手数料がどの程度の割合を占めるか，知

っていますか。【複数回答有】（N=929） 

122者, 13%

53者, 6%

32者, 3%

717者, 77%

11者, 1%

0% 50% 100%

ごみ収集業者からの書類（契約書や請求書等）に記載があるため，知っている

ごみ収集業者から口頭で説明を受けたため，知っている

市の手数料（1,000円/100㎏）と自社のごみ排出量から推計して，知っている

知らない

無回答
 

（オ）市は，クリーンセンター等で事業ごみを処分するための経費に，いただいた手数料を充当

していますが，それだけでは足りず，税金などの公費を投入しています。事業ごみの処分費用

としての手数料や税金などの公費負担についてどのように考えていますか。（N=929） 

113者, 12%

238者, 26%

221者, 24%

75者, 8%

37者, 4%

217者, 23%

28者, 3%

0% 10% 20% 30%

事業ごみの処分費用は，排出者が排出量に応じて負担すべきものであり，全額，手

数料で対応すべき

京都市の厳しい財政状況のもと，公費負担を減らすため，手数料の負担割合を増や

すのはやむを得ない

手数料として支払う金額を少しでも抑えるため，公費負担の割合を増やしてほしい

ごみの処理は公共サービスであり，全額，公費で負担すべき

その他

分からない

無回答

 

知っていた 

（少なくとも 1

つを選択） 

：486 者 52% 

知っていた 

（少なくとも 1

つを選択） 

：201 者 22% 
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（２）契約の料金体系及びごみの排出量の把握状況について 

（ア）ごみ収集業者との契約の料金体系はどのようになっていますか。【複数回答有】（N=929） 

666者, 72%

178者, 19%

16者, 2%

11者, 1%

61者, 7%

23者, 2%

0% 20% 40% 60% 80%

定期収集の定額料金制（ごみの排出量に増減があっても契約料金が変わらない）

定期収集の排出量実績に基づく変動料金制

不定期収集で，依頼時の単価が決まっているスポット料金制

その他

直接契約していないため，分からない

無回答
 

■ 変動料金制における排出量の単位【複数回答有】（N=178） 

   

105者, 59%

54者, 30%

16者, 9%

7者, 4%

0% 20% 40% 60% 80%

重量

袋数

その他

無回答
 

（イ）もし仮に，契約料金の体系を自由に選択できる場合，どれを選びますか。 

また，その理由も教えてください。【複数回答有】（N=929） 

627者, 67%

215者, 23%

19者, 2%

68者, 7%

25者, 3%

0% 20% 40% 60% 80%

定額料金制

排出量実績に基づく変動料金制

スポット料金制

分からない

無回答
 

■ 定額料金制を選ぶ理由【複数回答有】（N=627） 

476者, 76%

235者, 37%

13者, 2%

33者, 5%

0% 20% 40% 60% 80%

支払い金額が毎回同じでわかりやすいため

ごみの量が増えても，料金が変わらないため

その他

無回答

 

■ 変動料金制を選ぶ理由【複数回答有】（N=215） 

192者, 89%

11者, 5%

13者, 6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ごみの量が減ると，料金が安くなるため

その他

無回答

 

■ スポット料金制を選ぶ理由（N=19） 

16者, 84%

1者, 5%

2者, 11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

不定期にごみが発生するため

その他

無回答
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（ウ）ごみの排出量を把握していますか。把握している場合はどのように把握してい

るかも含めて教えてください。【複数回答有】（N=929） 

59者, 6%

265者, 29%

81者, 9%

149者, 16%

4者, 0%

7者, 1%

385者, 41%

30者, 3%

30者, 3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

重量を計測している

袋数などを計測している

ごみ収集業者に問い合わせて把握している

ごみ収集業者からの請求書等の書類で把握している

ビル管理者に問い合わせて把握している

ビル管理者からの請求書等の書類で把握している

把握していない

その他

無回答
 

 

（３）市の処分手数料改定に係る契約内容の見直しについて 

（ア）平成 20 年 4 月から平成 26 年 4 月にかけて，段階的に市の処分手数料を改定して

いますが，それを理由とした契約内容の見直しについて，ごみ収集業者から要請があり

ましたか。また，要請があった場合，それに応じましたか。【複数回答有】（N=929） 

235者, 25%

13者, 1%

171者, 18%

424者, 46%

51者, 5%

38者, 4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

要請があり，承諾したことがある

要請があったが，承諾しなかったことがある

要請はなかった

わからない・覚えていない

ごみ収集業者との契約は平成２６年４月以降である

無回答
 

（イ） 承諾したことがある方は，その理由を教えてください。【複数回答有】（N=235） 

66者, 28%

46者, 20%

106者, 45%

23者, 10%

9者, 4%

5者, 2%

0% 20% 40% 60%

契約内容の見直しについて，契約書中に定めがあったため

別途，市または事業者団体等から，手数料改定の説明や契約見直しへの協力要請

を受けたため

契約の見直し理由が，ごみ収集業者の事情ではなく，市の手数料改定によるもの

であり，承諾しなければ，ごみ収集業者が代わりに負担を被ることになるため

経営への影響が大きくなかったため

その他

無回答

 

（ウ） 承諾しなかったことがある方は，その理由を教えてください。【複数回答有】（N=13） 

2者, 15%

6者, 46%

3者, 23%

3者, 23%

0者, 0%

0者, 0%

2者, 15%

0者, 0%

0% 20% 40% 60%

契約内容の見直しについて，契約書中に定めがなかったため

提供されるサービス内容が変わらないため

見直しの理由と提示された金額に齟齬があると考えたため

とにかく経費を抑える必要があったため

経営への影響が大きかったため

前回，契約を見直して以降，あまり年月が経過していなかったため

その他

無回答
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（４）その他 

業者収集ごみの費用内訳（収集運搬・処分）の明確性等の観点から，市に支払う処分
の手数料を袋の製造・販売費に上乗せした有料指定袋を市内販売店等で購入いただき，
収集運搬料金は別にごみ収集業者と契約いただく「有料指定袋制度」を導入している自
治体があります。事業者の皆様にとって，利点も欠点もありますが，このような有料指
定袋制度についてどのようにお考えですか。（N=929） 

現行の方法がよい

449者

48%

導入した方がよい 64者 7%

どちらともいえ

ない

344者

37%

無回答 72者 8%

 

 

４ ごみの減量・リサイクルについて 

（１）食品廃棄物や木質ごみ（剪定枝や木製家具等）のリサイクル（自家処理を含む）

に取り組めていますか。（N=929） 

＜食品廃棄物＞            ＜木質ごみ＞ 

取り組めて

いる

313者

34%
取り組めてい

ない

500者

54%

無回答

116者

12%

      

取り組めて

いる

218者

23%

取り組めてい

ない

536者

58%

無回答

175者

19%

 

（２）リサイクル（自家処理を含む）に取り組む理由は何ですか。【複数回答有】 

＜食品廃棄物＞（N=313） 

279者, 89%

48者, 15%

5者, 2%

18者, 6%

0者, 0%

0% 50% 100%

環境配慮が社会的責任の一つと捉えているため

食品リサイクル法で取組の報告が求められているため

クリーンセンターと比べて，リサイクル料金の方が安価であるため

その他

無回答
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＜木質ごみ＞（N=218） 

187者, 86%

6者, 3%

18者, 8%

9者, 4%

0% 50% 100%

環境配慮が社会的責任の一つと捉えているため

クリーンセンターと比べて，リサイクル料金の方が安価であるため

その他

無回答

 
 

（３）リサイクルに取り組めていない理由は何ですか。【複数回答有】 

＜食品廃棄物＞（N=500） 

16者, 3%

132者, 26%

69者, 14%

278者, 56%

44者, 9%

4者, 1%

0% 20% 40% 60%

クリーンセンターと比べて，リサイクル料金の方が高いため

分別が大変であるため

リサイクル施設があることを知らなかったため

食品廃棄物は全く又はほとんど発生していないため

その他

無回答
 

＜木質ごみ＞（N=536） 

12者, 2%

60者, 11%

59者, 11%

388者, 72%

40者, 7%

5者, 1%

0% 50% 100%

クリーンセンターと比べて，リサイクル料金の方が高いため

分別が大変であるため

リサイクル施設があることを知らなかったため

木質ごみ（剪定枝や木製家具等）は全く又はほとんど発生していないため

その他

無回答
 

（４）リサイクルへのコスト意識について教えてください。 

＜コスト意識＞（N=929）    ＜許容できるコスト増の程度＞（N=453） 

コスト増で

あっても取り

組むべきもの

453者

49%

コスト減又は同額

程度の場合のみ取

り組むべきもの

277者

30%

その他

72者

8%

無回答

127者

13%

 

10％以内

305者

67%

25%以内

85者

19%

50％以内

30者

7%

2倍以内

6者 1%

2倍以上でも良い

6者 1%

無回答 21者 5%
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（５）ごみ減量・リサイクルを進めるうえで，どのようなことが必要であるとお考えで

すか。【複数回答有】（N=929） 

296者, 32%

481者, 52%

158者, 17%

157者, 17%

290者, 31%

45者, 5%

85者, 9%

0% 20% 40% 60%

市やごみ収集業者からのごみ減量・リサイクルに係る情報提供

ごみ減量・リサイクルを進めればごみ処理経費が軽減される仕組み

ごみ減量・リサイクルを進めれば社会的に評価される仕組み

ごみ減量・リサイクルを進めれば優遇される仕組み（優先取引など）

リサイクルの受け皿（リサイクル施設）の整備

その他

無回答
 

（６）本市では，事業ごみの減量・リサイクルのためのニュースレター「ごみゅにけー

しょん」を年数回作成し，ごみ収集業者等を通じて，皆様に配布しています。読ん

でおられますか。【複数回答有】（N=929） 

  

79者, 9%

165者, 18%

152者, 16%

506者, 54%

28者, 3%

0% 20% 40% 60%

いつも読んでいる

たまに読んでいる

ほとんど読んでいない

読んだことがない・見たことがない

無回答
 

（７）これまでごみ収集業者から，ごみの減量（生ごみの水キリ等）やリサイクル（古紙・雑がみ

の分別等）について，アドバイスを受けたことがありますか。【複数回答有】（N=929） 

137者, 15%

213者, 23%

545者, 59%

33者, 4%

33者, 4%

0% 50% 100%

ごみの減量の方法についてアドバイスを受けたことがある

ごみのリサイクルの方法についてアドバイスを受けたことがある

ごみの減量やリサイクルについてアドバイスを受けたことはない

その他

無回答
 

（８）ごみ減量・リサイクルへの今後の意欲について教えてください。【複数回答有】（N=929） 

318者, 34%

525者, 57%

37者, 4%

16者, 2%

39者, 4%

0% 20% 40% 60%

これまで以上にごみ減量・リサイクルに積極的に取り組んでいきたい

引き続き，現状と同じ程度で取り組んでいきたい

状況によっては経費等の観点から，後退する可能性もある

その他

無回答

 


